
 
 

 

○ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97 条第７項等に規定する自己評価・外部評価の実施等につい

て（抄）  
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新 旧 

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97

条第 8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について 

 

標記については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準」(平成 18 年３月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下「地域密着型

サービス指定基準」という。)第 97 条第８項及び「指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成 18 年３

月 14 日厚生労働省令第 36 号。以下「地域密着型介護予防サービス指定基準」

という。)第 86 条第２項において、指定認知症対応型共同生活介護事業者又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)

に対し、自ら提供する介護サービスの質の評価(以下「自己評価」という。)

を実施し、定期的に外部の者による評価(以下「外部評価」という。)を受け、

それらの結果等を公表することが義務付けられているところであるが、それ

らに係る具体的な事項に関し、下記のとおり定めたので、ご了知の上、管内

市町村、関係団体、該当事業所並びに各都道府県が選定する外部評価機関へ

の周知をお願いいたしたい。 

また、本通知の発出に伴い、「認知症高齢者グループホームの適正な普及に

ついて」(平成 13 年３月 12 日老計発第 13 号本職通知)、「認知症高齢者グル

ープホームの自己評価項目の参考例等について」(平成 14 年１月 28 日老計発

第３号本職通知)、「指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホ

ーム)が提供する外部評価の実施について」(平成 14 年７月 26 日老計発第

0726002 号本職通知)、「認知症介護研究・研修東京センターが評価機関とし

ての業務を行う際の具体的な手続等について」(平成 14 年７月 31 日老計発第

0731001 号本職通知)については、廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号)第 245 条の

４第１項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。 

 

記 

 

１ 自己評価及び外部評価について 

地域密着型サービス指定基準及び地域密着型介護予防サービス指定基

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97

条第 7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について 

 

標記については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準」(平成 18 年３月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下「地域密着型

サービス指定基準」という。)第 97 条第７項及び「指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成 18 年３

月 14 日厚生労働省令第 36 号。以下「地域密着型介護予防サービス指定基準」

という。)第 86 条第２項において、指定認知症対応型共同生活介護事業者又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)

に対し、自ら提供する介護サービスの質の評価(以下「自己評価」という。)

を実施し、定期的に外部の者による評価(以下「外部評価」という。)を受け、

それらの結果等を公表することが義務付けられているところであるが、それ

らに係る具体的な事項に関し、下記のとおり定めたので、ご了知の上、管内

市町村、関係団体、該当事業所並びに各都道府県が選定する外部評価機関へ

の周知をお願いいたしたい。 

また、本通知の発出に伴い、「認知症高齢者グループホームの適正な普及に

ついて」(平成 13 年３月 12 日老計発第 13 号本職通知)、「認知症高齢者グル

ープホームの自己評価項目の参考例等について」(平成 14 年１月 28 日老計発

第３号本職通知)、「指定認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホ

ーム)が提供する外部評価の実施について」(平成 14 年７月 26 日老計発第

0726002 号本職通知)、「認知症介護研究・研修東京センターが評価機関とし

ての業務を行う際の具体的な手続等について」(平成 14 年７月 31 日老計発第

0731001 号本職通知)については、廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号)第 245 条の

４第１項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。 

 

記 

 

１ 自己評価及び外部評価について 

地域密着型サービス指定基準及び地域密着型介護予防サービス指定基
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準は、すべての認知症対応型共同生活介護(介護予防事業所を含む。以下同

じ。)の事業者が常に遵守しなければならない最低水準の基準であり、市町

村の指導監査や立ち入り調査において遵守状況の点検がなされるもので

ある。 

自己評価及び外部評価の実施については、地域密着型サービス指定基準

の第 97条第８項及び地域密着型介護予防サービス指定基準第 86条第２項

に規定されたものであるが、自己評価は、サービス水準の向上に向けた自

発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指

定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者に

よる外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対

比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括

的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を

高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものである。 

各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を

行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務

付けされているので、利用者に対しサービスを提供するに当たって、すべ

ての介護従業者に対し、十分に意識付けを図ることが重要である。 

２ ～ ５（略） 

６ 福祉サービスの第三者評価、介護サービス情報の公表制度及び運営推進

会議との関係 

（１）福祉サービスの第三者評価（社会福祉法人等の提供する福祉サービ

スの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ

客観的な立場から行った評価をいう。） については、「福祉サービス第三

者評価事業に関する指針について」（平成16年５月７日雇児発第0507001

号、社援発第 0507001 号、老発第 0507001 号）及び「「福祉サービス第三

者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイ

ドライン」について」（平成 16 年８月 24 日雇児総発第 0824001 号、社援

基発第 0824 001 号、老計発第 0824001 号）を発出し、福祉サービスに共

通した評価基準の考え方、評価のポイント、評価の着眼点等を示したと

ころであるが、認知症高齢者グループホームについては、本通知に基づ

く外部評価の実施をもって、前記通知にいう福祉サービス第三者評価を

実施したものとみなすこととする。 

なお、本件については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援

護局及び同局障害保健福祉部とも協議済みである旨、申し添える。 

準は、すべての認知症対応型共同生活介護(介護予防事業所を含む。以下同

じ。)の事業者が常に遵守しなければならない最低水準の基準であり、市町

村の指導監査や立ち入り調査において遵守状況の点検がなされるもので

ある。 

自己評価及び外部評価の実施については、地域密着型サービス指定基準

の第 97条第 7項及び地域密着型介護予防サービス指定基準第 86条第２項

に規定されたものであるが、自己評価は、サービス水準の向上に向けた自

発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指

定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者に

よる外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対

比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括

的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を

高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものである。 

各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を

行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務

付けされているので、利用者に対しサービスを提供するに当たって、すべ

ての介護従業者に対し、十分に意識付けを図ることが重要である。 

２ ～ ５（略） 

 ６ 福祉サービスの第三者評価及び介護サービス情報の公表制度との関係 

 

（１）福祉サービスの第三者評価（社会福祉法人等の提供する福祉サービ

スの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ

客観的な立場から行った評価をいう。） については、「福祉サービス第三

者評価事業に関する指針について」（ 平成16年５月７日雇児発第050700

号、社援発第 0507001 号、老発第 0507001 号）及び「「福祉サービス第三

者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイ

ドライン」について」（平成 16 年８月 24 日雇児総発第 0824001 号、社援

基発第 0824 001 号、老計発第 0824001 号）を発出し、福祉サービスに共

通した評価基準の考え方、評価のポイント、評価の着眼点等を示したと

ころであるが、認知症高齢者グループホームについては、本通知に基づ

く外部評価の実施をもって、前記通知にいう福祉サービス第三者評価を

実施したものとみなすこととする。 

なお、本件については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援

護局及び同局障害保健福祉部とも協議済みである旨、申し添える。 
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（２）介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定に基づく介護サービス

情報の公表制度（ 以下「情報公表制度」という。）は、利用者によるサ

ービスの選択を支援するため客観的な事実情報を公表するものである

が、一方、外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性

を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとしている。 

このように、両制度は異なる目的のために行われるものであることか

ら、いずれの制度も適切に実施する必要があること。 

（３）地域密着型サービス指定基準第 108 条において準用する第 34 条第

１項及び地域密着型介護予防サービス指定基準第 64 条において準用す

る第 39 条第１項に規定される運営推進会議を活用した評価は、「第三者

による評価」という点において、外部評価と同様の目的を有しているこ

とから、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準第３条の 37 第１項に定める介護・医療連携推進会議、第 34 条第１

項（第 88 条、第 108 条及び第 182 条において準用する場合に限る。）に

規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」（平成 27 年 3
月 27 日老振発 0327 第 4 号、老老発 0327 第１号）で示した評価の実施

方法に従い、運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価を

受けたものとみなすこととする。 

（２）介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定に基づく介護サービス

情報の公表制度（ 以下「情報公表制度」という。）は、利用者によるサ

ービスの選択を支援するため客観的な事実情報を公表するものである

が、一方、外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性

を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとしている。 

このように、両制度は異なる目的のために行われるものであることか

ら、いずれの制度も適切に実施する必要があること。 

（新設） 

 


